
上尾市こどもショートステイ事業実施規則等の一部を改正する規則をここ

に公布する。  

令和８年４月１日  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第５５号  

上尾市こどもショートステイ事業実施規則等の一部を改正する規則  

 （上尾市こどもショートステイ事業実施規則の一部改正）  

第１条  上尾市こどもショートステイ事業実施規則（平成３１年上尾市規則

第３２号）の一部を次のように改正する。  

  第１２条第１項中「当該こどもショートステイ事業の利用が決定した日

から３０日以内」を「市長が定める日まで」に改める。  

第１３条を次のように改める。  

  （実績報告）  

 第１３条  実施施設の長又は里親は、１月ごとに、上尾市こどもショート

ステイ事業実績報告書（第１１号様式）に上尾市こどもショートステイ

事業利用確認書（第１２号様式）を添えて、こどもショートステイ事業

を実施した月の翌月の１５日までに市長に報告するものとする。ただし、

こどもショートステイ事業の利用がない月については、この限りでない。  

  第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。  

  （委託料の精算）  

 第１４条  実施施設の長又は里親は、委託料を請求しようとするときは、

上尾市こどもショートステイ事業委託料請求書（第１３号様式）に必要

書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

 ２  市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、

適当と認めた場合は、委託料を実施施設等に支払うものとする。  

  別表第２中「第１３条関係」を「第１４条関係」に、「１，８６０円」

を「２，０００円」に改める。  

  第１１号様式中「第１３条第１項」を「第１３条」に、「に基づき」を

「により」に改める。  

第１２号様式及び第１３号様式を次のように改める。  

  



第１２号様式（第１３条関係） 

上尾市こどもショートステイ事業利用確認書 

 

年   月   日  

（宛先） 

上尾市長  

                 事業者 

                  所 在 地                  

                                        

                  事業者名                  

                  代表者名                  

 

 上尾市こどもショートステイ事業について、下記のとおり実施しました。 

 

記 

 

利用児童の氏名    

生年月日    

保護者氏名  

利用日数 

延べ   日（   人 ×   日） 

      年   月   日 午前・午後   時 から 

      年   月   日 午前・午後   時 まで 

入所中の 

概要及び 

報告事項 

 

 

 

 



第１３号様式（第１３条関係） 

 

上尾市こどもショートステイ事業委託料請求書 

 

年   月   日  

（宛先） 

上尾市長  

               実施施設等 

                所在地（住所） 

                                          

                実施施設名（里親を除く。） 

                                          

                代表者名 

                           

 

年  月の上尾市こどもショートステイ事業に係る委託料について、上尾市こど

もショートステイ事業実施規則第１４条第１項の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

請求金額  金           円 

内  訳 

２歳未満児 円 ×     日 ＝         円 

２歳以上児 円 ×     日 ＝         円 

送 迎 円 ×     日 ＝         円 

振込口座 

金融機関名  

支  店  名  

預金種別  普通       当座 

口座番号         

名義人氏名 

（カナ）  

 

 

（                      ） 

請求は月末締めとし、翌月の１５日までにお願いします。 

 



（上尾市こどもトワイライトステイ事業実施規則の一部改正）  

第２条  上尾市こどもトワイライトステイ事業実施規則（令和５年上尾市規

則第４４号）の一部を次のように改正する。  

  第１１条中「利用決定の日から３０日以内」を「市長が定める日まで」

に改める。  

  第１３条を次のように改める。  

  （実績報告）  

 第１３条  実施施設の長は、１月ごとに、上尾市こどもトワイライトステ

イ事業実績報告書（第１０号様式）に上尾市こどもトワイライトステイ

事業利用実績内訳書（第１１号様式）を添えて、こどもトワイライトス

テイ事業を実施した月の翌月の１５日までに市長に報告するものとする。

ただし、こどもトワイライトステイ事業の利用がない月については、こ

の限りでない。  

  第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。  

  （委託料の精算）  

 第１４条  実施施設の長は、委託料を請求しようとするときは、上尾市こ

どもトワイライトステイ事業委託料請求書（第１２号様式）に必要書類

を添えて、市長に提出しなければならない。  

 ２  市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、

適当と認めた場合は、委託料を実施施設に支払うものとする。  

  別表第２中「第１３条関係」を「第１４条関係」に、「１，８６０円」

を「２，０００円」に改める。  

  第１０号様式中「第１３条第１項」を「第１３条」に改める。  

第１２号様式を次のように改める。  

  



第１２号様式（第１４条関係） 

 

上尾市こどもトワイライトステイ事業委託料請求書 

 

年   月   日  

（宛先） 

上尾市長  

               実施施設 

                所在地 

                                          

                実施施設名 

                                          

                代表者名 

                           

 

年  月の上尾市こどもトワイライトステイ事業に係る委託料について、上尾市

こどもトワイライトステイ事業実施規則第１４条第１項の規定により、下記のとおり請求し

ます。 

 

記 

 

請求金額  金           円 

内  訳 

夜間養護 円 ×     日 ＝         円 

休日養護       円 ×     日 ＝         円 

送 迎 円 ×     日 ＝         円 

振込口座 

金融機関名  

支  店  名  

預金種別  普通       当座 

口座番号         

名義人氏名 

（カナ）  

 

 

（                      ） 

請求は月末締めとし、翌月の１５日までにお願いします。 

 



（上尾市子育て世帯訪問支援事業実施規則の一部改正）  

第３条  上尾市子育て世帯訪問支援事業実施規則（令和６年上尾市規則第３

４号）の一部を次のように改正する。  

  第９条第３項中「９３０円」を「１，０００円」に改める。  

  別表４の項中「９３０円」を「１，０００円」に、「１，５００円」を

「１，６５０円」に改め、同表備考第２項中「１９０円」を「２００円」

に、「３００円」を「３３０円」に改め、同表備考第３項中「３７０円」

を「４００円」に、「６００円」を「６６０円」に改める。  

  第２号様式及び第５号様式中「９３０円」を「１，０００円」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

 （上尾市こどもショートステイ事業実施規則の一部改正に伴う経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の上尾市こどもショートステイ事業実施規則

（この項及び次項において「新規則」という。）第１２条から第１４条ま

で及び別表第２の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に実施するこどもショートステイ事業（新規則第１条に規定するこど

もショートステイ事業をいう。この項において同じ。）について適用し、

施行日前に実施したこどもショートステイ事業については、なお従前の例

による。  

３  この規則の施行の際、現に提出されている第１条の規定による改正前の

上尾市こどもショートステイ事業実施規則第１１号様式から第１３号様式

までの規定による書類は、それぞれ、新規則第１１号様式から第１３号様

式までの規定によるものとみなす。  

 （上尾市こどもトワイライトステイ事業実施規則の一部改正に伴う経過措

置）  

４  第２条の規定による改正後の上尾市こどもトワイライトステイ事業実施

規則（この項及び次項において「新規則」という。）第１１条、第１３条、

第１４条及び別表第２の規定は、施行日以後に実施するこどもトワイライ

トステイ事業（新規則第１条に規定するこどもトワイライトステイ事業を

いう。この項において同じ。）について適用し、施行日前に実施したこど



もトワイライトステイ事業については、なお従前の例による。  

５  この規則の施行の際、現に提出されている第２条の規定による改正前の

上尾市こどもトワイライトステイ事業実施規則第１０号様式及び第１２号

様式による書類は、それぞれ、新規則第１０号様式及び第１２号様式によ

るものとみなす。  

 （上尾市子育て世帯訪問支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置）  

６  第３条の規定による改正後の上尾市子育て世帯訪問支援事業実施規則

（この項及び次項において「新規則」という。）第９条第３項及び別表の

規定は、施行日以後に実施する子育て世帯訪問支援事業（新規則第１条に

規定する子育て世帯訪問支援事業をいう。この項において同じ。）につい

て適用し、施行日前に実施した子育て世帯訪問支援事業については、なお

従前の例による。  

７  この規則の施行の際、現に交付されている第３条の規定による改正前の

上尾市子育て世帯訪問支援事業実施規則第２号様式による書類は、新規則

第２号様式によるものとみなす。  

 


